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保健福祉課 

 

港区重層的支援体制整備事業の実施について 

 

区は、包括的な支援体制を構築するため、令和３ 年の改正社会福祉法で創設さ れた「 重

層的支援体制整備事業」 の実施に向け、 複合的な課題を 抱える世帯への支援プラ ン の作

成や支援が届いていない世帯へのアウト リ ーチの試行、 地域と の繋がり を段階的に回復

するための受け皿の把握などの準備を 進めてき まし た。  

今後、 以下の内容を 盛り 込んだ実施計画を 策定し 、 令和７ 年４ 月１ 日から 港区重層的

支援体制整備事業を 本格的に実施し ます。  

 

１ 事業の概要（ 別紙イ メ ージ図参照）  

（１）包括的相談支援事業 

福祉総合窓口を 中心に、 各相談支援機関が区民から の相談を 幅広く 受け止め、 課

題を 整理し 、 利用可能な福祉サービスにつなぐ と と も に、 関係機関と 連携し ながら

支援を 行います。 単独の相談支援機関では対応が難し い場合は、 多機関協働事業に

より 多機関・ 多職種が連携し て対応し ます。  
 

相談支援機関 

福祉総合窓口、 高齢者相談センタ ー、 障害者基幹相談支援センタ ー、 障害保健

福祉センタ ー、 新橋はつら つ太陽、 精神障害者支援センタ ー、 障害者支援ホー

ム南麻布、 港区生活・ 就労支援センタ ー、 みなと 保健所、 子ども 家庭支援セン

タ ー、 子育てひろ ば あい・ ぽーと 、 港区ひき こ も り 支援専用相談窓口、 港区

児童相談所 

 

（２）多機関協働事業 

各相談支援機関単独では対応が困難な事例に対し 、「 重層的支援プラ ン検討会議」

を活用し 、 役割分担、 支援の方向性の整理等の全体調整を行い、 支援プラ ンを 定め

ると と も に、 支援の進捗状況等を 把握し 、 各相談支援機関に助言を 行います。  

個人情報の共有の本人同意が得ら れない場合は、 守秘義務を 課し た「 支援会議」

を開催し 、 見守り や支援の体制を 検討し ます。  
 

重層的支援プラン検討会議 支援会議 

個人情報の共有の本人同意を 得た上で

開催し ます。  

個人情報の共有の本人同意が得ら れな

い場合であっ ても 、構成員に守秘義務を

課し て開催し ます。  

支援の方向性を 整理し たプラ ンを 定め、

進捗状況の確認、必要に応じ てプラ ンの

修正を 行います。  

情報共有により 、庁内外の見守り や支援

の体制を検討し ます。  
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（３）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

複雑化・ 複合化し た課題を抱えながら も 必要な支援が届いていない人に支援を届

けるため、 訪問等によ り 接触を 図り 、 継続的に相談に応じ 、 利用可能な福祉サービ

スに関する情報の提供、 助言等を 行います。 高齢、 障害、 生活困窮、 子ども 、 保健

等の各分野でアウト リ ーチを行う 相談支援機関と も 連携し 、 対象者と の信頼関係の

構築や地域と のつながり の形成に向けた支援を行います。  

 

（４）参加支援事業 

地域社会につながり がなく 、 支援を必要と する人に対し 、 地域と のつながり を 段

階的に回復するため、 地域の社会資源等を活用し て支援ニーズに沿っ た受入先の選

定、 マッ チング及び定着支援を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

（５）地域づくり事業 

地域社会から の孤立を防ぐ ため、既存の事業や場所を活用し 、地域住民が交流し 、

支え合う こ と ができ る多様な場や居場所を提供し ます。  
 

主な事業・場所 

介護予防総合セン タ ー、 港区生活支援体制整備事業、 障害保健福祉センタ ー、

精神障害者支援センタ ー、 子育てひろ ば事業、 地域で支え合う ～アロマネッ ト

ワーク ～、 地域サロン「 ちょ こ っ と 立ち寄り カ フ ェ 」、 よちよち子育て交流会、

高輪ほっ と ひと いき 子育て支援事業、 高齢者みずべネッ ト  等 

 

２ 実施体制 

 事業の実施にあたっ ては、 多機関協働事業の一部、 アウト リ ーチ等を 通じ た継続的

支援事業及び参加支援事業を港区社会福祉協議会に委託し ます。  

 港区社会福祉協議会では、社会福祉士、保健師等の専門職を 増員し 、体制を強化し ま

す。  

 

３ 事業費 

  港区社会福祉協議会への委託料 ３ ３ , １ ３ １ 千円 

（ 財源） 重層的支援体制整備事業交付金 補助率（ 国） １ ／２  （ 都） １ ／４  

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７ 年４ 月  港区重層的支援体制整備事業開始 
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既存の事業や場所を活用し、地域住民同士がつながりを強め、同じ福祉

課題を抱える区民を見守り、ともに支え合える地域づくりに向けた様々な

取組を行います。また、地域社会からの孤立を防ぐため、地域住民を広く

対象として住民同士が交流できる多様な場や居場所を提供します。 
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多機関協働事業・支援プランの作成 

 複雑化・複合化した事例に対応する関係機関の役割分担、支援の方向性の整理等の事

例の全体調整を行います。 
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アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

利用可能な福祉サービスに関する情報の提供、助言等を行うなど、対象

者本人との信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援を行います。 

 高齢、障害、生活困窮、子ども、保健等の各分野でアウトリーチを行う

相談支援機関とも連携します。 

参加支援事業 

 既存の参加支援に向けた取組では対応できない個別のニーズに

対応するため、支援ニーズに沿った受入先の選定、マッチング、

フォローアップによる定着支援等を行います。地域の社会資源等

を活用した社会参加に向けた多様な支援メニューを用意していま

す。 

（主な地域の社会資源等） 

 

 

港区重層的支援体制整備事業イメージ  
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☆積極的アプローチ 

関係機関とのネットワークや

各種会議、地域住民との繋がり

から潜在的な相談者を把握 
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 支援会議 （守秘義務あり・本人同意不要） 

気になる事例の情報提供・情報共有や見守り体制と支援方針の検討を行

います。 
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支援を届けたいが、本人同意

が取れない場合 

地域づくり事業        

重層的支援プラン検討会議（本人同意必要） 

関係機関の役割分担や支援の方向性を整理したプランの協議 
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